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恵庭市一般廃棄物処理基本計画 恵庭市総合計画

恵庭市総合計画 基本計画事業調書
(政策的事業調書)

恵庭市下水道事業会計 予算編成

恵庭市個別排水処理施設整備方針の位置付け

恵庭市個別排水処理施設整備方針

恵庭市下水道事業経営戦略
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個別排水処理施設の整備のポイント

一般廃棄物処理基本計画(H27～H36)
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恵庭市個別排水処理施設の現状(H27年度末)

●計画人口 1,788人 ※一般廃棄物処理基本計画(H27～H36)における計画最終

年度の公共下水道処理区域外の人口

（行政人口-公共下水道処理区域内人口)

●計画基数 715基（1,788人 ÷ 2.5基/人）

●処理方式 合併浄化槽 ●計画区域 下水道処理区域外

○着手年度 平成10年度

○設置基数 268基（うち公共下水道処理区域内 41基、区域外 227基）

○普及人口 710人※1

○整備率 31.7％※1 (227÷715)     

○普及率 40.0％※1 (710÷1,788)

※1：公共下水道処理区域外を対象とする。
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恵庭市個別排水処理施設の整備方針
一般廃棄物処理基本計画(H27～H36)で示される合併処理浄化槽による”水洗化・生活雑排水処理人口”

の目標値である”1,224人”を達成すべく整備を進めます。

 個排整備計画
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恵庭市の水洗化状況

 下水道事業概要
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水洗化貸付制度

恵庭市水洗便所改造資金貸付条例及び同条例規則により、下水道処理区域内（公示済）において、くみ取り便所を

水洗便所に改造する場合に要する費用について1件当り45万円を上限として無利子貸付（償還回数最大45回）が設定

できる制度である。（条件によって貸付金額及び償還回数の制限あり）

※個別排水処理施設における水洗便所への改造に伴う貸付は同条例第2条第2項の適用により処理区域外であるが貸付

できるよう運用している。

貸付申請実績 H25  公共0件、個排0件

H26  公共1件、個排0件

H27 公共0件、個排0件

H28  公共0件、個排0件
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下水道処理区域外の汚水処理についての法規制

・建築基準法及び建築基準法施行令によれば下水道処理区域内（公示済区域）の便所は水洗便所(公共下水道に接続されている便
所）以外の便所にしてはならないとされ、公共下水道以外へ放流する場合は屎尿浄化槽や合併処理浄化槽を設けることとされている。
なお、建築基準法施行令ではくみ取り式便所の構造について記載があり、汚物を放流しない場合に認められている。
・浄化槽法では、くみ取り式よりも水環境の保全上大きな弊害があるとの理由から、H13.4の法改正により、浄化槽の新設にあ
たっては合併処理浄化槽の設置が義務付けられている。（”浄化槽法上の浄化槽の定義”から単独浄化槽が除外されている。）
また、既存単独処理浄化槽を使用する者に対しては、下水道の予定処理区域にあるものを除き、合併処理浄化槽への設置替え又は
構造変更に努めなければならないものとされている。（環境省：浄化槽法の一部を改正する法律についてH12.6.2）
さらに同法第3条には”何人も公共下水道又はし尿処理施設による処理を除き、合併処理浄化槽で処理した後でなければ公共用水
域等に放流してはいけないこととしているほか、浄化槽を使用しているものは雑排水を合併処理浄化槽で処理した後でなければ公共
用水域等に放流してはいけないこととしている。

◎以上より、公共下水道処理区域外における汚水処理はくみ取り方式か合併処理浄化槽のいずれかの処理方式によらなけれ
ばならないものと解釈できる。

汚水処理の種別

・新設は認められていない
・既存施設は合併処理浄化槽への設置替え
等に努めなくてはならない
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